
※　目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。
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津市訓令第２号 

                              庁中一般  

                              出先機関  

 津市職員防災ユニフォーム貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定め

る。 

  令和元年８月２９日 

  

                      津市長 前 葉 泰 幸   

  

   津市職員防災ユニフォーム貸与規程の一部を改正する訓令 

津市職員防災ユニフォーム貸与規程（平成２８年津市訓令第６号）の一部を

次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第５条関係） 

貸与対象者 種類 貸与数量 貸与期間

災害対策本部長、災害対策副

本部長及び災害対策本部員で

災害対策活動に従事するもの 

防災服 上下１着 １０年 

盛夏服（上衣） ２着 

帽子 １個 

ベルト １本 

被災地救援活動に派遣される

職員で市長が必要と認めるも

の 

防災服 上下１着 派遣期間 

盛夏服（上衣） ２着 

帽子 １個 

ベルト １本 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 



津市告示第１１０号 

 下記の者の令和元年度市民税・県民税納税通知書等は、住所居所不明のため

送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０

条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部市民税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和元年８月１６日       

  

津市長 前 葉 泰 幸    

  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○○ ○○ 令和元年度市民税・県民

税納税通知書年金特徴仮

徴収第１期から翌年度仮

徴収第３期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○○ ○○ 令和元年度市民税・県民

税納税通知書年金特徴仮

徴収第１期から翌年度仮

徴収第３期まで 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 令和元年度市民税・県民

税納税通知書年金特徴仮

徴収第１期から翌年度仮

徴収第３期まで 

○○○○○○○○○○○○

○ 

○○ ○ 令和元年度市民税・県民

税納税通知書年金特徴仮

徴収第１期から翌年度仮

徴収第３期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○○ ○○ 令和元年度市民税・県民

税納税通知書年金特徴仮

徴収第１期から翌年度仮

徴収第３期まで 



○○○○○○○○○○○○

○○○ 

○○ ○ 令和元年度市民税・県民

税納税通知書年金特徴仮

徴収第１期から翌年度仮

徴収第３期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○○ ○ 令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期及び

年金特徴本徴収第１期か

ら翌年度仮徴収第３期ま

で 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 令和元年度市民税・県民

税納税通知書年金特徴仮

徴収第１期から翌年度仮

徴収第３期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○○ ○○ 令和元年度市民税・県民

税納税通知書年金特徴仮

徴収第１期から翌年度仮

徴収第３期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○ 

○○ ○○ 令和元年度市民税・県民

税納税通知書年金特徴仮

徴収第１期から翌年度仮

徴収第３期まで 

○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○ 

○○○○○○ ○○

○○ ○○○○○ 

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税変

更（賦課決定）通知書

○○○○○○○○○○○○

 ○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ 令和元年度市民税・県民

税変更（賦課決定）通知

書 

○○○○○○○○○○○○

○○ ○○○○○○○○○

○○ ○○ 令和元年度市民税・県民

税変更（賦課決定）通知

書 

○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から



第４期まで 

○○○○○○○ ○○ ○○ 令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで及び年金特別

徴収仮徴収第１期 

○○○○○○○○○ ○○ ○○ 令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

○○○○○○○ ○ ○○ 令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

○○○○○○○○○○ ○○○ ○○ 令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○ ○

○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○ ○

○○○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○

○ ○○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○○○○○○ ○○

○ ○○○○ 

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○○○○ ○○○ 

○○ 

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○ ○

○○○○○ ○○○

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期



○○○○○○○○○○○○

○○ ○○○○○○○○ 

○○○○○○ ○○

○○○○○○ ○○

○○○○○○ 

令和元年度（平成３０年

度分）税変更（賦課決定）

通知書 

○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○ 

○○○ 

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ ○○

○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○ ○○○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ ○○

○○○○ ○○○○

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○○○○ ○○○ 

○○○○ 

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○ 

○○○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期 

○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○ ○

○○○ 

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

及び令和元年度市民税・

県民税納税通知書第２期

から第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○

○○○○○○ 

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

及び令和元年度市民税・

県民税納税通知書第２期

から第４期まで 



○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○

○○○ 

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

及び令和元年度市民税・

県民税納税通知書第２期

から第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○

○○○ 

○○○○○○○○ 

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

及び令和元年度市民税・

県民税納税通知書第２期

から第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○

○○○ 

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

及び令和元年度市民税・

県民税納税通知書第２期

から第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

 ○○○○○○○○○○○

○○ 

○○○ ○○○ ○

○○○ 

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○ ○○○○ 

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

及び令和元年度市民税・

県民税納税通知書第２期

から第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○ 

○○ 

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

及び令和元年度市民税・

県民税納税通知書第２期



から第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○

○ ○○○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ ○○○

○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○ ○

○○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○ 令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○ ○

○○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○

○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○

○ ○○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○ 

○○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○ ○

○○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期 

○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○ ○

○○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○

○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から



第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○ 

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

及び令和元年度市民税・

県民税納税通知書第２期

から第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○

○○○○ ○○○○

○○ 

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○○○○ 

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

及び令和元年度市民税・

県民税納税通知書第２期

から第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○ 

○○○○○ ○○○ 令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ ○○○○○○○○○

○○○○ ○○○○

○○○○○ ○○○

○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ ○○○○○○○○○

○○○○ ○○○○

○ ○○○○○○○

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ ○○○○○○○○○

○○○○○○○ 令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期 

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○ 令和元年度市民税・県民



○○ ○○○○○ 

○○○○○○ 

税納税通知書第２期 

○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○○

○ ○○○○○ 

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○

○ ○○○○○ 

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

○○○○○○○ ○○○○○○○○ 

○○○○○ ○○○

○○○ 

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

及び令和元年度市民税・

県民税納税通知書第２期

から第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○ 

○○○ 

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

及び令和元年度市民税・

県民税納税通知書第２期

から第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○○○○○○

○ 

○○○○○○○○ 

○○○○○ ○○○

○○○ ○○○○○

令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○ 

○○○○ 

 令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○○ ○○○○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期 

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○ ○

○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から



第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○ ○○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ ○○○○○○○○○

○○○○ ○○○○

○ ○○○○○○○

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○

○○○ 

 令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○ 

○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○ 

○○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○ ○

○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○ ○

○○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期 

○○○○○○○○ ○○○○○○○○ 

○○○○○○ ○○

○○○○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○

○○○○○○ ○○

○○○○○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○ ○○○○○○○○○

○○○○○ ○○

○○○○○○○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○

○○○○ ○○○

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から



○○○○ 第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○○

○○○○ ○○○○

○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○ 

○○○○ ○○○○

○○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○ 

○○○○ ○○○○

○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○ ○○○○○ 令和元年度（平成３０年

度分）市民税・県民税納

税通知書過年度随時２期

○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○○ 

○○○○○ ○○○

○○○ 

令和元年度市民税・県民

税納税通知書第２期から

第４期まで 



津市告示第１１１号 

 下記の者の市民税県民税督促状は、住所居所不明のため送達することができ

ないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により

公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和元年８月１６日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

 ○○○○○○○○○○○

○○ ○○○ 平成３０年度市民税県民

税督促状第４期 

○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○○○○○○

○ 

○○ ○○ 平成３０年度市民税県民

税督促状第２期から第４

期まで 

○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○○○○○○

○○○○ 

○○ ○○ 平成３０年度市民税県民

税督促状第２期から第４

期まで 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものとみなす。 



津市告示第１１２号 

 令和元年第２回津市議会定例会を次のとおり招集する。 

  令和元年８月２０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 招集の日 

  令和元年８月２７日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 



津市告示第１１３号 

 行旅病人及行旅死亡人取扱法（明治３２年法律第９３号）第９条の規定によ

り、行旅死亡人を告示する。 

  令和元年８月２２日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 氏名 

  不詳 

２ 年齢・性別 

  年齢不詳 

  男 

３ 現住所 

  不詳 

４ 本籍地 

  不詳 

５ 人相及び特徴 

  推定身長１７０センチメートル程度 

６ 着衣及び所持品 

  なし 

７ 発見した日時及び場所 

  平成３０年９月１日午後５時５０分、津市高洲町３４番１号津市中央浄化

センター東方図測１２０メートル先海岸において骨様のものを発見。 

８ 死亡年月日及び死因 

  死後推定１年以上経過 

  死因不詳 

９ その他参考事項 

 白骨化した右大腿骨として発見。 

 津警察署による鑑定の結果、ＤＮＡ型は判明するも、一致する人物の該 

当はなく、死亡者の氏名等は判明しなかった。 



津市公告第５５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  令和元年８月１６日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  令和元年８月１４日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市河芸町北黒田字森ケ坪１５１４番１ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

   三重郡菰野町大字池底５８番地１ 

   堀内 栄宏

   三重郡菰野町大字池底５８番地１ 

   堀内 由香里 



津市公告第５６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  令和元年８月１６日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  令和元年８月１４日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市河芸町北黒田字森ケ坪１５０７番１ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

   三重郡菰野町大字池底５８番地１ 

   堀内 栄宏

   三重郡菰野町大字池底５８番地１ 

   堀内 由香里 



津市公告第５７号 

津市モーターボート競走場内売店施設入店者募集企画コンペについて、次の

とおり実施しますので、公告します。 

令和元年８月１９日 

津市長 前 葉 泰 幸 

 別紙のとおり 



津市モーターボート競走場内売店施設入店者募集 企画コンペ実施要項 

 

１ 件名 

  津市モーターボート競走場内売店施設入店者募集 

 

２ 実施形式 

  コンペ方式 

 

３ 目的 

  津市モーターボート競走場内１階の売店の用に供する施設（以下「売店施設」という。）

において、パン類や菓子類、グッズ等を販売する売店として活用し、お客様へのファンサ

ービスとして、より魅力のある提案を選定するため、売店施設入店者募集企画コンペを実

施する。 

  選定された事業者に対しては、津市モーターボート競走場内食堂施設等使用料条例（平

成１８年津市条例第１７１号）及び津市モーターボート競走場内食堂施設等の使用に関す

る規則（平成１８年津市規則第１５６号）（以下「条例等」という。）の規定に基づき、売

店施設の使用を許可します。 

 

４ 売店の基本方針 

  津市モーターボート競走場には、老若男女幅広い層のお客様に足を運んでいただいてい

ることから、幅広い層のお客様に喜んでいただけるような商品やファンサービスを販売・

提供すること。 

 

５ 入店の内容等 

 ⑴ 営業日 

   津市モーターボート競走の開催日（年間約１９２日を予定）及び場間場外発売日に必

ず営業しなければならない。ただし、津市が営業する必要がないと認める場合は、この

限りでない。 

⑵ 営業時間 

   営業時間は、津市モーターボート競走場の開門時から最終レース終了時までとする。 

⑶ 売店施設 

   現在営業している売店施設（３８．６㎡）を想定している。ただし、売店施設には倉

庫等がないため、選定された事業者が別途必要である場合は、本市と協議の上決定し、

使用を許可する。 

⑷ 販売品目 

   次の品目は必ず販売すること（その他については、津市の承認を得て販売することと

する。）。 

  ア 軽食類 菓子パン、サンドイッチ 



  イ 菓子類 スナック菓子、アイスクリーム 

  ウ 飲料水 水、茶、清涼飲料水、炭酸飲料 

  エ その他 たばこ、赤ペン及びボートレース津オリジナルグッズ等（津市又は津市が

認める団体等から販売依頼がある商品） 

⑸ 注意事項 

  ア チューインガムの販売又は提供は禁止する。 

  イ 電気及び水道は使用することができる。 

  ウ ガスの配管は無く、ボンベ等による火気の使用を禁止とし、ホットプレートについ

ても使用を禁止とする。 

  エ 搬入する什器等については、事前に担当者まで連絡し、許可を得ること。 

  オ 分別回収ボックスを設置し、ごみを適切に回収・処分すること。 

   ※ 年１回（２月頃）午前８時３０分頃から午後６時００分頃まで停電を伴う作業が

あるため、冷凍関係を管理すること。 

 ⑹ その他 

   選定された事業者が希望する場合は、津市モーターボート競走場内にジュース類の自

動販売機を最大８台まで設置することができる。 

 

６ 使用料 

 ⑴ 売店施設使用料 

   条例等に基づき、売店使用料として使用施設１平方メートル当たり月額７３０円。 

 ⑵ 自動販売機使用料 

   上記５⑹その他において、自動販売機の設置を希望する場合は、⑴同様、条例等に基

づき、場内使用料として１平方メートル当たり月額７３０円。 

 ⑶ 電気水道料 

   別添「（参考）電気水道料」のとおり。 

 

７ 参加要件 

 ⑴ 令和元年８月１日（木）時点において、過去５年以内に国内で１年以上継続して食品・

雑貨等各種最寄り品について、セルフサービス方式を中心として小売りする事業所を経

営したことがある者 

 ⑵ 津市モーターボート競走場への入場を拒否されていない者 

 ⑶ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法の規定による

特別区民税を含む。以下同じ。）、固定資産税及び軽自動車税の滞納がない者 

 ⑷ 所得税法（昭和４０年法律第３３号）の規定による所得税（法人にあっては法人税法

（昭和４０年法律第３４号）の規定による法人税）並びに消費税法（昭和６３年法律第

１０８号）の規定による消費税及び地方消費税について未納の徴収金がない者 

 ⑸ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者 

 ⑹ 過去に津市との契約条件に違反あるいは違反行為に関与したことがない者 



 ⑺ 当該通知日から企画コンペ実施日までの期間において、津市から指名停止等の措置を

受けていない者 

 ⑻ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て、会社再生

法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、破産法（平成１６年

法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、会社法（平成１７年法律第８６号）に

基づく清算の開始又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年

法律第８７号）第６４条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づ

く整理開始の申立て若しくは通告がなされていない者。ただし、民事再生法に基づく再

生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされたもので

あっても再生計画又は更生計画が認可された者を除く。 

 ⑼ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員に該当する者（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でな

くなった日から５年を経過しない者でない者 

 ⑽ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者が役員等（法人の役員

又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいう。）である法人でない者 

 ⑾ 暴力団員がその経営に実質的に関与している法人でない者 

 ⑿ 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的を

もって暴力団を利用するなどしている者でない者 

 ⒀ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し若しくは便宜を供与するなど、直接的又

は積極的に暴力団の維持運営に協力し若しくは関与している者でない者 

 ⒁ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるような関係を有している者でない者 

 ⒂ 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している者でない者 

 ⒃ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすお

それのある団体に属する者でない者 

 

８ 質疑等の受付 

  質疑等がある場合は、企画コンペ実施要項等に関する質問書（第１号様式）に質問内容

を明確に記載し、令和元年８月２７日（火）午後３時００分までに下記【提出及び問い合

わせ先】まで提出すること。 

  質問に対する回答は、全者（辞退者の意思表示をした者を除く。）に令和元年８月２８

日（水）午後３時００分までにＦＡＸにて通知します。また、回答に対する再質問は原則

認められませんので、質問書には質問内容を明確に記載し提出してください。 

 

９ 参加資格の確認等 

 ⑴ 当該企画コンペに参加しようとする者は、企画コンペ参加申込書等を提出し、参加資

格の確認を受けること。 

  ア 提出期限 令和元年９月３日（火）午後３時００分 

  イ 提出場所及び方法 下記【提出及び問い合わせ先】まで持参又は郵送（提出期限必



着） 

 ⑵ 提出書類（個人及び法人） 

  ア 企画コンペ参加申込書（第２号様式） 

  イ 宣誓書（第３号様式） 

  ウ 営業実績申告書（第４号様式） 

  エ 個人の場合は、住民票の写し（個人のもの） 

    法人の場合は、法人登記簿謄本 

    いずれも発行後３か月以内のものに限定する。 

  オ 個人の場合は、印鑑登録証明書（発行後３か月以内のもの）、使用印鑑届（第５号

様式） 

    法人の場合は、次のすべての書類 

  （ア）印鑑証明書（発行後３か月以内のもの） 

  （イ）本社又は本店（以下「本店」という。）の場合は、使用印鑑届（第５号様式） 

     契約締結等の権限を委任する支店又は営業所（以下「営業所等」という。）の場

合は、委任状兼使用印鑑届（第６号様式） 

  カ 国税に係る次の納税証明書 

    個人の場合は、納税証明書（その３の２「申告所得税及復興特別所得税」及び「消

費税及地方消費税」について未納税額のない証明書用） 

    法人の場合は、納税証明書（その３の３「法人税」及び「消費税及地方消費税」に

ついて未納税額のない証明書用） 

  キ 津市の市税に滞納がない旨の証明書（完納証明書） 

    津市に納税義務がない場合は、本店又は委任先となる営業所等の所在地若しくは住

所の市区町村税又は都府税の滞納がない旨の証明書 

    新規に営業所等を開設した場合は、法人市民税等の法人開設届の写し等 

    なお、滞納がない旨の証明書を発行していない市区町村等の場合は、次のすべての

証明書 

  （ア）市区町村民税又は都府民税の納税証明書又は非課税証明書（直近２年分） 

  （イ）固定資産税の納税証明書又は非課税証明書（直近２年分） 

  （ウ）軽自動車税の納税証明書又は非課税証明書（直近２年分） 

  ク 企画提案書 １１部 

   ※ 企画提案書の１部は提出者がわかるよう表紙部分等へ法人名等を記載し、他の１

０部は提出者がわかる法人名等を一切記載しないこと。 

 ⑶ 提出書類（その他の団体） 

   その他の団体の場合は、「⑵ 提出書類」に記載の書類（個人・法人別の場合は、代

表者個人のもの）に加えて、団体規約（定款）の写し等、活動実態が確認できる資料を

添付すること。 

 ⑷ 提出した書類は、理由にかかわらず一切返却しない。 

 ⑸ 法人の場合は、本店若しくは営業所等のいずれかが当該企画コンペに参加できるもの



とする。 

   また、個人及びその他の団体は当該企画コンペに参加する場合において、個人とその

他の団体の代表者又は複数のその他の団体の代表者を同一の個人が兼ねることはでき

ないものとする。 

 ⑹ 参加資格の審査結果については、参加申込みのあった者全員に令和元年９月５日（木）

午後３時００分までに、企画コンペ参加資格審査確認結果通知書により通知する。 

 

10 現場説明会 

  売店施設の現場説明会は開催しない。ただし、売店施設の見学を希望する場合は、下記

【提出及び問い合わせ先】まで電話にて事前に連絡すること。 

 

11 企画コンペ実施日時及び場所 

  令和元年９月９日（月） 

  津市ボートレース事業部事務所棟１階会議室 

 ※ 開始時刻等については、別途通知する（持ち時間は２０分とし、２０分の中で質問時

間を５分設けることとする。）。 

 

12 審査方法及び審査結果発表 

 ⑴ 審査方法 

   提出された企画提案書を審査基準に基づき「津市モーターボート競走場内売店入店者

募集審査委員会」にて審査を行い、最も評価が高い案を１者選定し、候補者を決定する。

ただし、最も評価が高い案の点数が、予め設定した基準点を満たさない場合は、候補案

の決定を行わない。なお、必要に応じて企画提案者へのヒアリングを実施する場合があ

る。 

 ⑵ 評価項目 

項目 基準 

運営上のコンセプト 老若男女幅広いお客様が来場する公営競技場の売店で、ど

のような売店を運営していくか。 

商品の内容 公営競技場の売店で、どのような商品を販売していくか、

偏った商品になっていないか。 

安定的・継続的な運

営 

売店として無理なく確実に営業できるかどうか。 

 ⑶ 審査結果発表 

   審査結果は、審査後速やかに企画コンペ参加者全員へ文書にて通知する。なお、電話

等での審査に関する問い合わせにはお答えしません。 

 

13 津市モーターボート競走場食堂施設等の使用許可 

 ⑴ 許可期間は、令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までとする。ただし、公用・



公共用としての使用の必要性や使用者の使用状況等を勘案し、本市が支障なしと判断す

る場合は、１年以内の範囲で使用許可の更新を行うことができます。なお、使用許可の

更新の際は、使用許可申請書の提出が必要です。 

⑵ 選定された事業者は、津市モーターボート競走場内食堂施設等の使用に関する規則

（以下「規則」という。）第４条の規定に基づき許可を受けるものとし、以後規則及び津

市モーターボート競走場内売店施設使用要領に遵守し使用するものとする。 

 

14 その他 

 ⑴ 企画提案は、１者につき１案までとする。 

 ⑵ 企画提案に際して、第三者等に利害関係が及んだ場合、あるいは及ぶおそれがある場

合の責任は、一切提案者にあるものとする。 

 ⑶ 企画提案に要する一切の経費は、提案者の負担とする。 

 ⑷ 企画提案書提出後の修正及び再提出は不可とする。 

 ⑸ 企画提案に虚偽の記載があった場合は、提案自体を無効とする。 

 ⑹ 提出物は返却しないが、目的以外の使用はしません。 

 ⑺ 当該企画コンペについて、不明な点等が生じた場合は、必ず令和元年９月６日（金）

午後３時００分までに下記【提出及び問い合わせ先】まで確認すること。 

   なお、令和元年８月２０日（火）、２９日（木）～３０日（金）、９月８日（日）は津

市ボートレース事業が公休日のため除く。 

 

 

 

【提出及び問い合わせ先】        

〒５１４－０８１５          

津市ボートレース事業経営管理課    

電話番号 ０５９－２２４－５１０５  

ＦＡＸ  ０５９－２２２－８２１０  



津市モーターボート競走場内売店施設使用要領 

 

 （売店の営業日） 

第１条 売店の使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、津市モー

ターボート競走の開催日及び場間場外発売日に必ず営業しなければならな

い。ただし、津市が営業する必要がないと認める場合は、この限りでない。 

 （売店の営業時間） 

第２条 売店の営業時間は、津市モーターボート競走場の開門時から最終レー

ス終了時までとする。 

 （施設使用に関する遵守事項） 

第３条 使用者は、売店の使用許可を受けた施設（以下「売店施設」とい

う。）の使用に際し、次の事項を守らなければならない。 

⑴ 売店施設への出入りは、津市の指定した業務用通路を使用すること。 

⑵ 販売物等を運搬する車両の出入りは、来場者の妨げとならないようにす

ること。 

⑶ 火気の使用及び危険物の持込みをしないこと。 

⑷ 使用する施設又は設備を損傷したときは、直ちに津市に届け出ること。 

⑸ 売店施設内及びその備品は、常に清潔にしておくこと。 

⑹ 売店の客側部分には、業務に関係のないものを置かないこと。 

⑺ 使用許可の権利を第三者に譲渡し、又は転貸し、担保に供しないこと。 

⑻ 商品管理及び金銭管理等の売店業務に係る維持管理については、使用者

が行うこと。 

 （販売商品に関する遵守事項） 

第４条 使用者は、販売する商品に関する次の事項を守らなければならない。 

⑴ 売店で販売する商品については、予め津市の承認を得るものとし、商品

を追加・変更する場合も同様とする。 

⑵ 販売又は提供する飲食物の衛生に関しては、十分注意を払うこと。 

⑶ 飲料（酒類は含まない。）を金属又はガラスの容器に入った状態で販売す

る場合は、売店施設内で飲用させ、売店施設内で必ず回収すること。 

⑷ 津市又は津市が認める団体等から販売依頼がある商品については、販売

すること。 

⑸ 販売に必要な行政庁の許可等を得ること。 

 （売店営業に関する遵守事項） 

第５条 使用者は、売店の営業に関する次の事項を守らなければならない。 

⑴ 使用を許可されていない場所で商行為を行わないこと。 

⑵ レジ内には業務に関係のない者を出入りさせないこと。 



⑶ 売店営業に関する苦情に対しては、責任を持って対処すること。 

⑷ 売店営業に関して事故があった時は、直ちに津市に報告すること。 

 （廃棄物の処理） 

第６条 売店の営業に伴って生じた廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律など関係法令等に基づき、使用者の責任と負担により処分すること。 

 （売店施設の清掃） 

第７条 売店施設の清掃は、使用者の責任と負担で行うこと。 

（費用の負担） 

第８条 売店施設の使用に際して生じる次の費用は、使用者の負担とする。 

⑴ 機器の設置、修理等に要する費用及びそれに伴う配線等の工事で、内部

からメーターまでの部分に要する費用（蛍光灯含む） 

⑵ 備品の購入及び修繕に要する費用 

⑶ その他自己の営業に伴い生じる費用 

 （売店施設使用料の支払方法） 

第９条 売店施設の使用料は、月払いとし、津市が交付する納入通知書によ

り、津市の指定する期日までに翌月分を支払うものとする。 

 （電気及び上下水道使用料の支払方法等） 

第１０条 売店施設の使用に伴う電気及び上下水道使用料は、月払いとし、津

市が設置したメーターに基づき算出した額を、津市が交付する納入通知書に

より、津市の指定する期日までに支払うものとする。 

 （設備機器、備品等の変更） 

第１１条 使用者は、次に掲げる行為を行おうとするときは、事前に津市の承

認を受けなければならない。 

⑴ 大型機器又は備品の新たな設置及び入替え 

⑵ 売店の大規模な配置替え 

 （文書等の収受） 

第１２条 郵便物及び津市が配布する文書は、使用者が津市の指定する場所で

収受すること。 

 （従業員の常駐） 

第１３条 使用者は、売店の営業中は常に従業員を置くものとする。 

 （従業員名簿の提出） 

第１４条 使用者は、従業員の名簿を売店施設の使用許可申請の際、津市に提

出すること。 

２ 前項の規定による名簿において、従業員の異動があったときは、速やかに

その旨を届け出ること。 

 （入場許可証の発行等） 



第１５条 津市は、従業員に対し、建物への出入りの許可を証するため、入場

許可証を発行する。 

２ 使用者及び従業員は、業務のため売店施設に出入りするときは、出入口に

おいて入場許可証を提示し、警備員の確認を受けなければならない。 

３ 入場許可証の無い者の売店施設への出入りは禁止する。 

 （原状回復） 

第１６条 使用者は、許可期間が満了又は許可が取り消された場合は、自己の

負担において、速やかに原状回復を行うこと。ただし、津市が原状回復の必

要がないと認めた場合は、この限りでない。 

 （その他） 

第１７条 この要領に定めのない事項は、津市と協議の上、関係法令等に定め

るところによって処理することとする。 

 

   附 則 

（施行期日） 

この要領は、令和元年１０月１日から施行する。 



第１号様式

実施要項等に関する質問書

 令 和 元 年  月  日

（あて先）津 市 長

所在地（住所）

商号（名称）

代 表 者 氏 名 印
担 当 者 氏 名

電 話 番 号

件  名   津市モーターボート競走場内売店施設入店者募集               

上記案件に係る要項等の内容等に関して、次のとおり質問いたします。

要項等の箇所 質 問 内 容

（注意）要項等について質問がある場合は、質問書の提出期限の令和元年８月２７日（火）
午後３時００分までに、この用紙に質問内容を明確に記載し、経営管理課（津市モーター
ボート競走場事務所棟２階）へ提出すること（ＦＡＸ可。ＦＡＸ：０５９－２２２－８２
１０）。
なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限時刻必着とし、必ず着信の確認をすること。

電話・口頭等によるものや提出期限を過ぎて提出された質問及び質問回答に対する再質問

については、原則受け付けません。

企画コンペ実施後において、要項等（設計図書、図面、関係書類及び現場等がある場合
はそれらを含む。）についての不明を理由として異議を申し立てることはできませんので、
質問がある場合は、必ず上記のとおり期限までに質問書を提出してください。



第２号様式

参加申込書

令和元年  月  日

（あて先）津 市 長 

所在地（住所）

商号（名称）

代表者氏名            印

津市が行う下記の件名に係る企画コンペに参加しますので、関係書類を添えて下記のとおり申し込

みます。

記

件 名  津市モーターボート競走場内売店施設入店者募集

添 付 書 類

① 宣誓書（第３号様式）

② 営業実績申告書（第４号様式）

③ 〈個人の場合〉住民票の写し（個人のもの） １通

〈法人の場合〉法人登記簿謄本 １通

④ 〈個人の場合〉印鑑登録証明書 １通 と 使用印鑑届（第５号様式）１通

〈法人の場合〉印鑑証明書 １通 と

本店・・・使用印鑑届（第５号様式） １通

営業所等・・・委任状兼使用印鑑届（第６号様式） １通

⑤ 〈個人の場合〉納税証明書（その３の２「申告所得税及復興特別所得税」

及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明書用） １通

  〈法人の場合〉納税証明書（その３の３「法人税」及び「消費税及地方消

費税」について未納税額のない証明書用） １通

⑥ 津市の市税に滞納がない旨の証明書（完納証明書）

津市に納税義務がない場合は、本店又は委任先となる営業所等の所在地若し

くは住所の市区町村税又は都府税の滞納がない旨の証明書

  新規に営業所等を開設した場合は、法人市民税等の法人開設届の写し等

  なお、滞納がない旨の証明書を発行していない市区町村等の場合は、次のす

べての証明書

 ア 市区町村民税又は都府民税の納税証明書又は非課税証明書（直近２年分）

 イ 固定資産税の納税証明書又は非課税証明書（直近２年分）

 ウ 軽自動車税の納税証明書又は非課税証明書（直近２年分）

⑦ 企画提案書 １１通（１通のみ提出者がわかるよう記載されたもの）

※ その他の団体の場合は、上記に加えて、団体規約（定款）の写し等、活動実

態が確認できる資料



第３号様式

令和元年  月  日

（あて先）津 市 長

所在地（住所）

商号（名称）          

代表者氏名          印

宣誓書

津市モーターボート競走場内売店施設入店者募集に当たり、下記のことにつ

いて事実と相違ない事を誓約します。

記

１ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。

２ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て、

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、

破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、会社法

（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４条の規定に

よる改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開始の申立て若

しくは通告がなされていない者であること。ただし、民事再生法に基づく再

生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされ

た者であっても、再生計画又は更生計画が認可された者を除く。

３ 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でない

こと。



第４号様式 

営業実績申告書 

                       令和元年  月  日 

津市長 

申告者 所在地（住所） 

                商号（名称） 

代表者氏名          印

津市モーターボート競走場内売店施設入店者募集に係る参加要件について、

下記のとおり、過去５年以内に国内で１年以上継続して売店を営業した実績が

ありますので、当該実績に相違が無い旨を申告します。 

なお、当該実績の有無について津市が独自に調査する場合において、関係省

庁等への照会を行うこと及び追加資料等の提出に応じることに同意します。 

記

 店     名 

 所 在 地 

 営 業 の 内 容 

 営 業 期 間 

注）申告者は、参加申込書と同一の記載とする。 



第５号様式 

使 用 印 鑑 届 
（本社用） 

（あて先）津市長 

 使用印                   使用印 

          （会社印）                 （代表者印） 

 上記の印鑑を、津市が行う津市モーターボート競走場内売店施設入店者募集における提出書類、

契約の締結及びその他の申請等に関して使用したいので届け出ます。 

令和元年  月  日 

                   所在地又は住所 

                   商号（名称） 

                   代表者役職名 

代表者氏名                           印



第６号様式 

委任状 兼 使用印鑑届 

（受任者用） 

                       令和元年  月  日  

（あて先）津市長                

申告者 所在地（住所）： 

                  商号（名称） ： 

                  代表者役職名 ： 

代表者氏名  ：        印

私は、次の者を代理人として定め、津市が行う津市モーターボート競走場内売店施設入店者募集

における下記事項に関する権限を委任します。 

また、下記の印鑑を受任者が使用しますので届け出ます。 

 委任事項 １．企画コンペ及び契約等の締結に関すること 

      ２．賃貸料の支払いに関すること 

      ３．復代理人の選任に関すること 

      ４．上記各号に付帯する一切の事項 

 受任者  所在地（住所）   

      商号（名称）     

      支店又は営業所等名称  

      受任者役職名      

      受任者氏名 

 使用印                   使用印 

          （会社印）                 （受任者印） 



平成30年度売店施設電気水道料

月額

平成30年4月 16,370

平成30年5月 14,674

平成30年6月 13,969

平成30年7月 19,702

平成30年8月 19,181

平成30年9月 20,671

平成30年10月 15,446

平成30年11月 17,797

平成30年12月 17,595

平成31年1月 19,291

平成31年2月 15,111

平成31年3月 15,530 1か月平均

合計 205,337 17,111



平成30年度販売品目別売上一覧（売店） （円）

物品 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

たばこ 975,740 505,670 787,170 584,130 813,970 508,190 691,570 774,900 957,430 683,710 8,201,540

ライター 11,700 5,500 12,300 9,200 13,400 8,000 8,500 10,100 16,800 15,200 123,600

菓子 208,250 95,100 162,480 97,220 156,360 98,070 131,190 162,840 198,260 126,010 1,666,440

飲料 271,490 125,560 274,520 216,060 282,990 139,520 233,660 221,160 311,700 210,850 2,600,240

アイス 178,360 80,340 177,880 158,700 258,210 99,910 133,940 115,990 107,000 63,450 1,484,020

パン 179,700 76,280 291,400 56,590 161,610 94,050 146,330 162,940 162,980 157,750 1,683,100

文具 13,650 5,840 11,920 5,320 10,380 8,060 12,010 11,460 14,290 10,060 123,960

グッズ 75,550 37,100 115,150 68,550 155,850 46,200 102,650 62,550 106,600 61,550 1,011,500

計 1,914,440 931,390 1,832,820 1,195,770 1,852,770 1,002,000 1,459,850 1,521,940 1,875,060 1,328,580 16,894,400

193,470

179,750

1,979,780

919,060

12,900

230,660

312,730

110,240

20,970



平成30年度自動販売機利益 （円）

業者 設置場所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 計

Ａ社 1階西 37,321 41,220 29,608 31,199 30,488 16,115 29,787 33,193 248,931

3階東 1,761 3,579 1,082 3,419 6,176 1,571 2,462 2,316 22,366

3階西 2,764 3,929 911 3,339 10,138 3,136 4,196 3,433 31,846

3階西 4,810 6,103 2,595 2,627 16,135

5階 2,600 3,234 2,652 3,863 8,971 1,343 2,279 2,370 27,312

1階屋外 1,956 2,660 4,019 5,551 12,626 1,972 7,774 4,124 40,682

1階屋外 10,854 41,548 19,961 13,817 18,963 12,570 15,626 19,652 152,991

2階西 187 31,911 32,098

5階 2,320 932 30,320 13,944 472 22,523 70,511

3階西 13,227 2,424 17,687 17,595 2,876 1,032 14,287 1,860 70,988

2階西 11,654 14,305 12,583 12,975 23,464 10,052 12,541 13,180 110,754

1階東 7,423 8,263 6,947 7,224 12,298 5,029 6,446 5,418 59,048

1階西 20,179 25,718 25,589 23,957 37,466 13,703 20,975 19,107 186,694

1階 10,250 20,460 10,180 10,910 12,270 3,505 14,585 16,970 99,130

1階 2,409 6,054 78 6,915 360 6,573 2,817 4,401 29,607

127,395 211,408 136,212 144,323 206,416 90,545 134,247 148,547 1,199,093

※平成30年度については、上記15台を設置。

　平成31年（令和元年）度については、上記のうち網掛けの8台を設置。

　平成30年12月以降のデータはなし。

計

Ｅ社

Ｄ社

Ｃ社

Ｂ社



入札実施までのスケジュール

公告 令和元年８月１９日（月）

実施要項等に関する質問提出期限 令和元年８月２７日（火）午後３時００分

まで

実施要項等に関する質問に対する回答 令和元年８月２８日（水）午後３時００分

まで

参加申込書等の提出期限（添付書類含む） 令和元年９月３日（火）午後３時００分ま

で

参加資格審査確認結果通知 令和元年９月５日（木）午後３時００分ま

で

企画コンペについての質問期限 令和元年９月６日（金）午後３時００分ま

で

企画コンペ実施 令和元年９月９日（月）

審査結果発表 審査後速やかに通知



津市公告第５８号 

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 

  令和元年８月２０日  

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 抑留日  令和元年８月１６日 

２ 抑留期間 令和元年８月２３日まで 

捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他 

津市大里窪田町 柴犬 茶白 雄 中 
９１日

以上 

首輪あり

（青色）

３ 連絡先  津市環境部環境保全課 

        電話 ０５９－２２９－３２８２ 

        三重県津保健所 衛生指導課 

        電話 ０５９－２２３－５１１２ 



津市公告第５９号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  令和元年８月２６日 

津市長 前 葉 泰 幸 

別紙のとおり 



円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札

設計図書
の 閲 覧

設計図書
の 購 入

入札方法等

津市 久居中町

令和元年8月26日 業 務 担 当 課

所在地要件

解体

　Ａ棟

　　木造平家建　延面積２２ｍ2

　Ｂ棟

　Ｃ棟

　　木造平家建　延面積６６ｍ2

建築関係コンサルタント
登録要件

市内本店

501082601

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

必着

閲覧期間 まで

参加資格
に関する
事 項

免 除

本公告の日から 令和元年9月6日

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

開札日時
及び場所

令和元年9月6日

公 告 日

業務概要

期 間

発注業種

業 務 名

業務場所

その他要件

部門

市営住宅課

令和元年度住第１－１６号

旧津市久居厚生寮解体工事に係る設計業務委託

地内

販 売 店

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

閲覧場所

設計図書等
に 関 す る
質 問

提出期限 令和元年8月29日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和元年9月3日 ホームページにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

本公告の日から

購入期間

当該業種
における
営業収入
金額要件

技術者要件

主任技術者

建築一般

建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第１項の規定による登録を受けていること

市内本店

令和元年9月6日

建築関係コンサルタント

同種業務
実績要件

業種

営業収入金額を有すること

　外構等

※上記に係る設計業務委託　一式

同業種の技術者（本市発注業務における専任配置）

　　木造平家建　延面積４４ｍ2

契約締結の日から 令和2年1月20日 まで

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。た
だし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

※本市発注業務とは調達契約課又は水道局発注業務で、担当課執行分を除く。

前 金 払

部 分 払

無

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

免 除

午前９時００分

入札方法

令和元年9月11日

津市役所（本庁舎）７階　入札室

有

無

提出期限

郵 送 先

契約保証金

入札保証金

予定価格

最低制限価格

1,022,000



円　（税抜き）

501082602

契約金額の１００分の１０以上

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。た
だし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

・同種業務実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令で定
める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄道、空
港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

・当工事の発注者（契約相手方）は、「津市上下水道事業管理者」です。

前 金 払

部 分 払

有

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

本公告の日から 令和元年9月6日

免 除

午前９時１０分

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

令和元年9月11日

津市役所（本庁舎）７階　入札室

有

　桜橋ポンプ場

　　機械設計（ポンプ設備）　一式

同業種（同部門）に係る技術士（本市発注業務における専任配置）

同業種（同部門）に係る技術士

下水道

土木関係コンサルタント

同種業務
実績要件

下水道施設課

令和元年度下施補第１－１号

津市中央浄化センターほか２施設改築実施設計（詳細）業務委託

地内津市 高洲町ほか２町

令和元年8月26日 業 務 担 当 課

業種

所在地要件

下水道設計

　津市中央浄化センター

　　機械設計（ポンプ設備）　一式

　　電気設計（監視制御設備）　一式

　　建築機械設計（換気空調設備）　一式

　　電気設計（自家発電設備）　一式

土木関係コンサルタント
登録要件

営業収入金額を有すること

部門

無

提出期限

郵 送 先

令和元年9月6日

　極楽橋ポンプ場 　　電気設計（負荷設備及び監視制御設備）　一式

契約締結の日から 令和2年2月28日 まで

本公告の日から

購入期間

過去１０年間（平成２１年度以降）に履行が完了した官公庁等元請実績で以下の
とおり
計画雨水量が８ｍ３／Ｓ以上のポンプ設備の実施設計業務

当該部門
における
営業収入
金額要件

技術者要件

管理技術者

照査技術者

建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省告示第717号）第２条第１項の規定による登録を受けていること

市内本店又は市内支店等

契約保証金

入札保証金

予定価格

最低制限価格

16,552,000

販 売 店

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

閲覧場所

設計図書等
に 関 す る
質 問

提出期限 令和元年8月29日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和元年9月3日 ホームページにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

※本市発注業務とは調達契約課又は水道局発注業務で、担当課執行分を除く。

　　事後審査型条件付一般競争入札

設計図書
の 閲 覧

設計図書
の 購 入

入札方法等

開札日時
及び場所

令和元年9月6日

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

必着

閲覧期間 まで

参加資格
に関する
事 項

公 告 日

業務概要

期 間

発注業種

業 務 名

業務場所

その他要件



円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札

設計図書
の 閲 覧

設計図書
の 購 入

入札方法等

開札日時
及び場所

令和元年9月6日

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

必着

閲覧期間 まで

参加資格
に関する
事 項

公 告 日

業務概要

期 間

発注業種

業 務 名

業務場所

その他要件

部門

契約保証金

入札保証金

予定価格

最低制限価格

29,573,000

販 売 店

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

閲覧場所

設計図書等
に 関 す る
質 問

提出期限 令和元年8月29日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和元年9月3日 ホームページにて回答

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

無

提出期限

郵 送 先

令和元年9月6日

契約締結の日から 令和2年2月28日 まで

本公告の日から

購入期間

当該部門
における
営業収入
金額要件

市内本店

市内支店等

営業収入金額を有すること

営業収入金額が２億５千万円以上であること

技術者要件

管理技術者

照査技術者

下水道

建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省告示第717号）第２条第１項の規定による登録を受けていること

市内本店又は市内支店等

土木関係コンサルタント

同種業務
実績要件

下水道建設課

平成３０年度下建公補第１－２０号

天神ポンプ場(流入渠)実施設計等(詳細)業務委託

地内津市 高茶屋小森上野町

令和元年8月26日 業 務 担 当 課

業種

所在地要件

下水道施設設計

　(詳細設計)開削工法　１，８０５ｍ

土木関係コンサルタント
登録要件

501082603

契約金額の１００分の１０以上

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。た
だし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

※本市発注業務とは調達契約課又は水道局発注業務で、担当課執行分を除く。

・当工事の発注者（契約相手方）は、「津市上下水道事業管理者」です。

前 金 払

部 分 払

有

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

本公告の日から 令和元年9月6日

免 除

午前９時２０分

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

令和元年9月11日

津市役所（本庁舎）７階　入札室

有

同業種（同部門）に係る技術士、技術管理者又はＲＣＣＭのいずれかの者（本市発注業務における専任配置）

同業種（同部門）に係る技術士、技術管理者又はＲＣＣＭのいずれかの者



円　（税抜き）

501082604

芸濃・美里・安濃

令和2年1月10日

安芸

土木一式

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

河芸

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

管渠工　１４ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和元年度北道維第１６号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和元年9月6日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着令和元年9月6日

無

有

有

免 除

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

Ｄ

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｄ・Ｃ・Ｂ・Ａ２・Ａ１

【地区】

安芸

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

令和元年8月26日

集水桝・マンホール工　２箇所

表層　６０ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

河芸町南黒田地内道路修繕工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 河芸町南黒田

令和元年8月29日

令和元年9月3日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和元年9月6日

令和元年9月11日 午前９時４０分

3,861,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。た
だし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

501082605

芸濃・美里

令和2年1月10日

安芸

土木一式

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

安濃

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　５５ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和元年度北道維第２０号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和元年9月6日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着令和元年9月6日

無

有

有

免 除

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

Ｄ

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｄ・Ｃ・Ｂ・Ａ２・Ａ１

【地区】

安芸

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

令和元年8月26日

集水桝・マンホール工　５箇所

表層　１０６ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

安濃町清水地内道路修繕工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 安濃町清水

令和元年8月29日

令和元年9月3日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和元年9月6日

令和元年9月11日 午前９時５０分

3,949,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。た
だし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

501082606

令和2年1月17日

土木一式

所在地要件

まで

津南工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

久居

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　１１０ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和元年度南道維環第４号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和元年9月6日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着令和元年9月6日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｄ・Ｃ・Ｂ

【地区】

久居

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

令和元年8月26日

集水桝・マンホール工　４箇所

表層　４８ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

脇田山団地１号線及び脇田山団地４号線道路整備工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 久居小野辺町

令和元年8月29日

令和元年9月3日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和元年9月6日

令和元年9月11日 午前１０時００分

5,704,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。た
だし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

501082607

令和2年1月17日

土木一式

所在地要件

まで

津南工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

久居

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　８６ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和元年度南道維第７号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和元年9月6日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着令和元年9月6日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｄ・Ｃ・Ｂ

【地区】

久居

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

令和元年8月26日

集水桝・マンホール工　３箇所

表層　１６７ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

牧町及び川方町地内道路修繕工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 牧町及び川方町

令和元年8月29日

令和元年9月3日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和元年9月6日

令和元年9月11日 午前１０時１０分

5,731,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。た
だし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

501082608

令和2年1月10日

土木一式

所在地要件

まで

河川排水推進室

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

久居

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

プレキャストカルバート工　２２ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和元年度河川第２号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和元年9月6日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着令和元年9月6日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｄ・Ｃ・Ｂ

【地区】

久居

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

令和元年8月26日

表層　６０ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

戸木町地内排水路整備工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 戸木町

令和元年8月29日

令和元年9月3日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和元年9月6日

令和元年9月11日 午前１０時２０分

6,250,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。た
だし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

501082609

令和2年1月24日

土木一式

所在地要件

まで

津南工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

久居

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　６４ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和元年度南道維環第３号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和元年9月6日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着令和元年9月6日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｄ・Ｃ・Ｂ

【地区】

久居

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

令和元年8月26日

集水桝・マンホール工　３箇所

表層　２４２ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

久居団地１０号線道路整備工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 久居野村町

令和元年8月29日

令和元年9月3日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和元年9月6日

令和元年9月11日 午前１０時３０分

7,424,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。た
だし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

501082610

令和2年1月17日

土木一式

所在地要件

まで

河川排水推進室

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

久居

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　９１ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和元年度河川第１号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和元年9月6日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着令和元年9月6日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｄ・Ｃ・Ｂ

【地区】

久居

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

令和元年8月26日

管渠工　１１ｍ

集水桝・マンホール工　３箇所

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

森町地内排水路整備工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 森町

令和元年8月29日

令和元年9月3日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和元年9月6日

令和元年9月11日 午前１０時４０分

8,633,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。た
だし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和元年9月6日

令和元年9月11日 午前１０時５０分

6,752,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。た
だし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工事概要

工 期

令和元年8月26日

集水桝・マンホール工　２箇所

表層　６０ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

一身田上津部田地内道路修繕工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 一身田上津部田

令和元年8月29日

令和元年9月3日

まで

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｄ

【地区】

津・香良洲

発注業種

前 金 払

必着令和元年9月6日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和元年9月6日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

501082611

令和2年1月17日

土木一式

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　１０１ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和元年度北道維第１８号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

501082612

令和2年1月24日

土木一式

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　３２ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和元年度北道維第１９号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和元年9月13日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着令和元年9月13日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｃ

【地区】

津・香良洲

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

令和元年8月26日

表層　８５ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

寿町地内道路修繕工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 寿町

令和元年9月4日

令和元年9月9日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和元年9月13日

令和元年9月18日 午前９時００分

11,038,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。た
だし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

501082613

令和2年2月28日

土木一式

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

側溝工　２４３ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和元年度北道維第１７号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和元年9月13日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着令和元年9月13日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｃ

【地区】

津・香良洲

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

令和元年8月26日

集水桝・マンホール工　８箇所

表層　６９４ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

垂水地内道路修繕工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 垂水

令和元年9月4日

令和元年9月9日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和元年9月13日

令和元年9月18日 午前９時２０分

17,901,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。た
だし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



円　（税抜き）

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和元年9月13日

令和元年9月18日 午前９時４０分

19,848,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。た
だし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

公 告 日

工事概要

工 期

令和元年8月26日

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

香良洲高台防災公園整備（造成）工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 香良洲町

令和元年9月4日

令和元年9月9日

まで

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｃ

【地区】

津・香良洲

発注業種

前 金 払

　週休２日モデル工事に係る特記仕様書を必ず確認してください。

必着令和元年9月13日

無

・本件は週休２日モデル工事（発注者指定型）試行案件です。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和元年9月13日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

501082614

令和2年2月28日

土木一式

所在地要件

まで

建設整備課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

築堤盛土　１１，０００ｍ3

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和元年度建整公園補第２号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

501082615

令和2年2月21日

土木一式

所在地要件

まで

下水道建設課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

管布設工（管径１５０ｍｍ）　１３８ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和元年度下建公補第１５号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和元年9月13日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着令和元年9月13日

無

・当工事の発注者（契約相手方）は、「津市上下水道事業管理者」です。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

Ｂ・Ａ２

【地区】

津・香良洲

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

あり

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

令和元年8月26日

組立マンホール工　４箇所

小型マンホール工　２箇所

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

津第５－３処理分区公共下水道工事

ます設置工　１０箇所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 大倉

令和元年9月4日

令和元年9月9日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和元年9月13日

令和元年9月18日 午前１０時００分

33,461,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。た
だし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）



円　（税抜き）

・本件は津市公契約条例第４条第２項に規定する労働報酬下限額を検討するため
の試行案件です。

まで

津北工事事務所

令和元年度北道維環第４号

津・香良洲

【格付】

有

常駐配置（主任技術者と兼務可）現場代理人

令和元年9月9日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

令和2年2月28日

表層　１，４８２ｍ2

契約締結の日から

地 域 ・
格付要件

発注業種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

土木一式

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

津・香良洲

工 期

501082616　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

側溝工　３２３ｍ

津市 柳山津興及び下弁財町津興 地内

柳山結城町第１号線及び下弁財町阿漕浦線道路整備工事

工事場所

工 事 担 当 課公 告 日

工事概要

令和元年8月26日

集水桝・マンホール工　１１箇所

【地区】

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

販 売 店

入札方法

提出期限

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

最低制限価格

設計図書
の 購 入

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提出期限 令和元年9月4日

参加資格
に関する
事 項

提 出 先 調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

格付要件

その他要件

【地区】

２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）

その他

本公告の日から 令和元年9月13日

本公告の日から

令和元年9月18日 午前１０時１０分

34,501,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。た
だし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

まで

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

契約保証金

令和元年9月13日

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

　労働環境の確保に係る誓約事項及び令和元年度津市公契約条例労働報酬下限額
試行運用マニュアル【工事】を必ず確認してください。

必着令和元年9月13日

無

技術者要件

特定・一般

同種工事
実績要件

あり

Ｂ・Ａ２

主任(監理)技術者

市内本店

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】
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郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

まで

まで

令和2年2月14日

土木一式

所在地要件

建設業許可

格付要件

同種工事
実績要件

常駐配置（監理技術者と兼務可）

提出期限 令和元年9月4日 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日 令和元年9月9日

前 金 払

津市役所（本庁舎）７階　入札室

令和元年8月26日 工 事 担 当 課 下水道建設課

令和元年9月13日

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

必着令和元年9月13日

無

・当工事の発注者（契約相手方）は、「津市上下水道事業管理者」です。

有

有

契約金額の１００分の１０以上

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。た
だし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

Ａ１・Ａ２

推進工事技士（推進工事施工時における専任配置）
（監理技術者・現場代理人と兼務可）

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

販 売 店

入札方法

提出期限

入札保証金

設計図書
の 閲 覧

最低制限価格

設計図書
の 購 入

入札方法等

開札日時
及び場所

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

提 出 先

工 期 契約締結の日から まで

その他

本公告の日から 令和元年9月13日

本公告の日から

令和元年9月18日 午前１０時２０分

58,011,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

参加資格
に関する
事 項

契約保証金

【格付】

発注業種

【地区】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

部 分 払

管推進工（管径２５０ｍｍ）　１５５ｍ

地 域 ・
格付要件

市内本店

【格付】

主任(監理)技術者

技術者要件

専門技術者

特定

【ﾌﾞﾛｯｸ】

　　事後審査型条件付一般競争入札

同業種の監理技術者（専任配置）

津北部第１３処理分区公共下水道工事（その２）

【地区】

【地区】

【格付】

公 告 日

工事概要

工 事 名

工事場所

組立マンホール工　２箇所

津市 栄町一丁目及び栄町二丁目 地内

501082617

令和元年度下建公補第１３号

その他要件

現場代理人
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501082618

令和2年1月17日

舗装

所在地要件

まで

津北工事事務所

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

表層　１，６８０ｍ2

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和元年度北道維補第１号

【地区】

【地区】

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）　ＦＡＸ 059－229－3333

令和元年9月13日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　　津市一志町井関９６－１　　℡059-293-6100

調達契約課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

必着令和元年9月13日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

津市役所（本庁舎）７階　入札室

〒514-8799　日本郵便（株）津中央郵便局 留　津市役所　調達契約課 宛

免 除

設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

特定・一般

部 分 払

郵 送 先

閲覧期間

閲覧場所

購入期間

【地区】

発注業種

前 金 払

参加資格
に関する
事 項

Ａ

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

公 告 日

工事概要

工 期

令和元年8月26日

基層　１，６８０ｍ2

契約締結の日から

工 事 担 当 課

提 出 先

大里睦合山室町線舗装修繕工事

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

技術者要件

津市 大里野田町

令和元年9月4日

令和元年9月9日

まで

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

設計図書等
に 関 す る
質 問

入札保証金

地内

契約保証金

その他

本公告の日から 令和元年9月13日

令和元年9月18日 午前１０時４０分

15,992,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。た
だし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

主任(監理)技術者

地 域 ・
格付要件

同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）



津市公告第６０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  令和元年８月２６日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  令和元年８月２３日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市久居明神町字風早２２５６番、２２５７番１ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  名古屋市中区錦一丁目８番１１号 

  中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社

  代表取締役 太田 睦男 



津市公告第６１号 

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 

  令和元年８月２９日  

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 抑留日  令和元年８月２３日 

２ 抑留期間 令和元年９月３日まで 

捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他 

津市藤方 雑種 茶黒 雌 中 
９１日

以上 

胴輪あり

（赤色ハ

ーネス）

３ 連絡先  津市環境部環境保全課 

        電話 ０５９－２２９－３２８２ 

        三重県津保健所 衛生指導課 

        電話 ０５９－２２３－５１１２ 



津市上下水道事業公告第５号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  令和元年８月１９日 

津市上下水道事業管理者 田 村   学   

別紙のとおり 



円　（税抜き）

津市水道局庁舎２階　入札室

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市水道局　水道総務課

免 除

芸濃・美里・安濃

令和元年11月26日

安芸

土木一式（配水管工事）

所在地要件

まで

工務課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

河芸

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

配水管布設工　ＰＰφ５０ｍｍ　８８．０ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

・水道局が指定する講習会等とは、公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、一
般社団法人日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会（耐震管口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄
管製造メーカーの配管技能講習会（口径450ｍｍ以下）をいう。

郵 送 先

水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

令和元年9月9日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　一志町井関９６－１　℡059-293-6100

参加資格
に関する
事 項

あり

その他

本公告の日から 令和元年9月9日

令和元年9月12日 午前９時００分

2,250,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりと
する。ただし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する
額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金
額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する
金額を入札書に記載すること。

令和元年8月28日

令和元年9月4日

まで設計図書
の 購 入

入札方法等

入札保証金

最低制限価格

公 告 日

工事概要

工 期

令和元年8月19日

仕切弁設置工　φ５０mm　２箇所

契約締結の日から

工事担当課

公共下水道事業に伴う河芸町上野地内配水管移設工事

令和元年度　工務第４１号

発注業種

特定・一般

地 域 ・
格付要件

津市 河芸町上野

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

津市水道局指定給水装置工事事業者である者

地内 

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

元請けとして、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

技術者要件

設計図書
の 閲 覧

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

部 分 払

購入期間

水道総務課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先

閲覧期間

閲覧場所

設計図書
等

に関する
質 問

前 金 払

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

契約保証金

必着令和元年9月9日

無

有

有

免 除

提出期限

安芸

Ｂ

【地区】

Ｂ・Ａ１・Ａ２

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

津市水道局庁舎２階　入札室

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市水道局　水道総務課

免 除

芸濃・美里・安濃

令和元年11月29日

安芸

土木一式（配水管工事）

所在地要件

まで

工務課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

河芸

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

配水管布設工　DIPφ１００mm　２２．３ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

・水道局が指定する講習会等とは、公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、一
般社団法人日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会（耐震管口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄
管製造メーカーの配管技能講習会（口径450ｍｍ以下）をいう。

郵 送 先

水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

令和元年9月9日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　一志町井関９６－１　℡059-293-6100

参加資格
に関する
事 項

あり

その他

本公告の日から 令和元年9月9日

令和元年9月12日 午前９時３０分

3,630,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりと
する。ただし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する
額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金
額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する
金額を入札書に記載すること。

令和元年8月28日

令和元年9月4日

まで設計図書
の 購 入

入札方法等

入札保証金

最低制限価格

公 告 日

工事概要

工 期

令和元年8月19日

仕切弁設置工　φ１００ｍｍ～φ５０ｍｍ　３箇所

空気弁設置工　φ２５ｍｍ　１箇所

契約締結の日から

工事担当課

河芸町赤部及び河芸町北黒田地内配水管布設工事

舗装本復旧工　４４ｍ2

令和元年度　工務第３８号

発注業種

特定・一般

地 域 ・
格付要件

津市 河芸町赤部及び河芸町北黒田

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

津市水道局指定給水装置工事事業者である者

地内 

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

元請けとして、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

技術者要件

設計図書
の 閲 覧

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

部 分 払

購入期間

水道総務課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先

閲覧期間

閲覧場所

設計図書
等

に関する
質 問

前 金 払

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

契約保証金

必着令和元年9月9日

無

有

有

免 除

提出期限

安芸

Ｂ

【地区】

Ｂ・Ａ１・Ａ２

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

津市水道局庁舎２階　入札室

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市水道局　水道総務課

免 除

一志・白山・美杉

令和2年2月28日

久居

土木一式

所在地要件

まで

浄水課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格付要件

久居

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

コンクリート工　２２ｍ3

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

郵 送 先

水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

令和元年9月9日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　一志町井関９６－１　℡059-293-6100

参加資格
に関する
事 項

あり

その他

本公告の日から 令和元年9月9日

令和元年9月12日 午前１０時００分

21,720,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりと
する。ただし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する
額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金
額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する
金額を入札書に記載すること。

令和元年8月28日

令和元年9月4日

まで設計図書
の 購 入

入札方法等

入札保証金

最低制限価格

公 告 日

工事概要

工 期

令和元年8月19日

表面塗装工　６４２ｍ2

契約締結の日から

工事担当課

久居別所浄水場普通沈殿池耐震補強工事

令和元年度　浄水第３２号

発注業種

特定・一般

地 域 ・
格付要件

津市 榊原町

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

地内 

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）
技術者要件

設計図書
の 閲 覧

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

部 分 払

購入期間

水道総務課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先

閲覧期間

閲覧場所

設計図書
等

に関する
質 問

前 金 払

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

契約保証金

必着令和元年9月9日

無

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提出期限

久居

Ｃ

【地区】

Ｃ・Ｂ・Ａ１・Ａ２

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

令和2年1月6日

電気

所在地要件

まで

浄水課

格付要件

【格付】

東海三県（愛知県、岐阜県、三重県）内本店又は支店等

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

超音波流量計　φ２００　１組

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和元年度　浄水第２５号

【地区】

地内 

※工場製作のみを行う期間においては、配置技術者の変更を認める。

必着令和元年9月9日

無

無

無

免 除

提出期限

津市水道局庁舎２階　入札室

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市水道局　水道総務課

免 除

郵 送 先

・同種工事実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他
政令で定める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業
（交通（鉄道、空港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

令和元年9月9日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　一志町井関９６－１　℡059-293-6100

参加資格
に関する
事 項

なし

公 告 日

工事概要

工 期

令和元年8月19日

契約締結の日から

工事担当課

芸濃北神山浄水場第１取水流量計修繕

発注業種

特定・一般

地 域 ・
格付要件

津市 芸濃町北神山

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

経営事項審査において発注業種の年平均完成工事高を有すること

その他

本公告の日から 令和元年9月9日

令和元年9月12日 午前１０時３０分

1,040,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりと
する。ただし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する
額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金
額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する
金額を入札書に記載すること。

過去１０年間（平成２１年度以降）に施工が完了した官公庁等元請実績で以下のと
おり
電気工事で発注された電気設備（計装設備）の製作、据付工事又は修繕

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

（審査基準日：平成２９年１０月１日～平成３０年９月３０日）

技術者要件

令和元年8月28日

令和元年9月4日

まで設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

入札保証金

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

部 分 払

購入期間

水道総務課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先

閲覧期間

閲覧場所

【地区】

設計図書
等

に関する
質 問

前 金 払

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

契約保証金



円　（税抜き）

令和元年12月6日

電気

所在地要件

まで

浄水課

格付要件

【格付】

東海三県（愛知県、岐阜県、三重県）内本店又は支店等

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

取水井水位計取替　一式

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工事場所

令和元年度　浄水第３４号

【地区】

地内 

※工場製作のみを行う期間においては、配置技術者の変更を認める。

必着令和元年9月9日

無

有

無

免 除

提出期限

津市水道局庁舎２階　入札室

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市水道局　水道総務課

免 除

郵 送 先

・同種工事実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他
政令で定める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業
（交通（鉄道、空港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

令和元年9月9日

販 売 店

入札方法

創作工房ネオ　一志町井関９６－１　℡059-293-6100

参加資格
に関する
事 項

なし

公 告 日

工事概要

工 期

令和元年8月19日

ポンプ井水位計取替　一式

テレメータ装置取替　一式

契約締結の日から

工事担当課

安濃工業用水道計装設備修繕

発注業種

特定・一般

地 域 ・
格付要件

津市 安濃町川西及び安濃町安濃

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同種工事
実績要件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

経営事項審査において発注業種の年平均完成工事高を有すること

その他

本公告の日から 令和元年9月9日

令和元年9月12日 午前１０時４５分

3,555,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりと
する。ただし、４入札書（２）においては、次のとおり読み替えるものとする。
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する
額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金
額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する
金額を入札書に記載すること。

過去１０年間（平成２１年度以降）に施工が完了した官公庁等元請実績で以下のと
おり
電気工事で発注された電気設備（計装設備）の製作、据付工事又は修繕

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

（審査基準日：平成２９年１０月１日～平成３０年９月３０日）

技術者要件

令和元年8月28日

令和元年9月4日

まで設計図書
の 購 入

入札方法等

設計図書
の 閲 覧

入札保証金

最低制限価格

開札日時
及び場所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予定価格

部 分 払

購入期間

水道総務課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先

閲覧期間

閲覧場所

【地区】

設計図書
等

に関する
質 問

前 金 払

提出期限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

契約保証金



津市監査委員告示第４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項、第４項、第５項

及び第７項の規定に基づき実施した監査の結果に関する報告を、同条第９項の

規定により次のとおり公表する。 

 令和元年８月２７日 

                 津市監査委員 大 西 直 彦   

                                  津市監査委員  駒 田 修 一   

                                  津市監査委員 安 藤 友 昭   

                                  津市監査委員 佐 藤 有 毅   

別紙のとおり 
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第１ 監査の対象部局等 

  １ 地方自治法第１９９条第２項及び第４項に基づく監査（以下「定期監

査及び行政監査」という。） 

    本件監査の結果に関する報告の対象となる定期監査及び行政監査の対

象部局等は、次のとおりである。 

 市立保育所 

      ア 北口保育園 

    イ 野村保育園 

    ウ こべき保育園 

    エ 千里ヶ丘保育園 

    オ 上野保育園 

    カ 安濃保育園 

     市立学校 

ア 市立小学校 

     (ｱ) 桃園小学校 

     (ｲ) 戸木小学校 

     (ｳ) 一志東小学校 

     (ｴ) 一志西小学校 

     (オ) 川口小学校 

     (カ) 倭小学校 

     (キ) 八ツ山小学校 

     (ク) 美杉小学校 

イ 市立中学校 

      久居中学校 

ウ 市立幼稚園 

     (ｱ) 巽ヶ丘幼稚園 

     (ｲ) 桃園幼稚園 

     (ウ) 戸木幼稚園 

     (エ) 千里ヶ丘幼稚園 

     (オ) 川合幼稚園 

  ２ 地方自治法第１９９条第５項に基づく監査（以下「随時監査」という。） 

    随時監査の対象及び対象部局は、次のとおりである。 

 修繕監査 
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 ア 水道局 

イ 下水道局 

 工事監査   

ア 平成２９年度営文振補継第５２号（仮称）津市久居ホール建築工

事（工事場所：久居東鷹跡町地内 所管部局：スポーツ文化振興部

文化振興課、建設部営繕課） 

 イ 平成３０年度下建公補継第１号半田川田第１雨水幹線築造工事（ 

工事場所：半田地内 所管部局：下水道局下水道建設課） 

３ 地方自治法第１９９条第７項に基づく監査（以下「財政援助団体等監

査」という。） 

財政援助団体等監査の対象としたのは、次のとおりである。 

 財政援助団体の監査 

ア （人と絆）チャリティーライブ実行委員会（財政援助の内容：地

域かがやきプログラム事業（「地域と人と絆づくり」イベント事業

）補助金の交付 所管部局：市民部地域連携課） 

イ 大門いこにこ広場実行委員会（財政援助の内容：地域子育て支援

拠点事業補助金の交付 所管部局：健康福祉部子育て推進課） 

ウ 津市母子父子寡婦福祉会（財政援助の内容：母子父子寡婦福祉会

運営補助金の交付 所管部局：健康福祉部こども支援課） 

エ ビーチバレーｉｎ御殿場実行委員会（財政援助の内容：ビーチバ

レーｉｎ御殿場事業補助金の交付 所管部局：商工観光部観光振興

課） 

オ 白塚おさかなまつり実行委員会（財政援助の内容：水産業活性化

事業補助金の交付 所管部局：農林水産部水産振興室） 

カ 榊原未来会議（財政援助の内容：地域かがやきプログラム事業（

心温まる交流空間創出事業）補助金、地域活性化事業負担金及び地

方創生に向けて“がんばる地域”応援事業補助金の交付 所管部局

：久居総合支所地域振興課） 

キ 公益財団法人津市社会教育振興会（財政援助の内容：津市社会教

育振興会補助金の交付 所管部局：教育委員会事務局生涯学習課） 

 出資団体の監査 

ア 津市土地開発公社（所管部局：政策財務部財産管理課） 

イ 株式会社津センターパレス (所管部局：商工観光部商業振興労政
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課） 

ウ 公益財団法人津市社会教育振興会（所管部局：教育委員会事務局 

 生涯学習課） 

 指定管理者の監査 

ア 新三商事株式会社津営業所（対象施設：道の駅津かわげ 所管部

局：河芸総合支所地域振興課） 

イ 美杉高齢者婦人センター管理運営協議会（対象施設：津市美杉高

齢者婦人センター「しゃくなげ会館」 所管部局：美杉総合支所地

域振興課） 

ウ ヒストリーパーク塚原管理運営協議会（対象施設：津市ヒストリ

ーパーク塚原 所管部局：美杉総合支所地域振興課） 

第２ 監査の対象年度及び事項 

   監査の対象年度及び事項は、次のとおりである。 

１ 定期監査及び行政監査 

市立保育所及び市立学校については、原則として平成３０年度の財務

及び事務の執行を対象とした。 

２ 随時監査 

水道局及び下水道局における平成３０年度の施設修繕に係る財務及び

事務の執行並びに監査対象工事に係る財務の執行を対象とした。 

 ３ 財政援助団体等監査 

 財政援助団体の監査 

主に平成２７年度から平成２９年度までの市の財政援助に係る出納

その他の事務の執行を対象とした。 

 出資団体の監査 

主に平成２７年度から平成２９年度までの出資団体における出納そ

の他の事務の執行を対象とした。 

 指定管理者の監査 

主に平成２７年度から平成２９年度までの指定管理に係る出納その

他の事務の執行を対象とした。 

第３ 監査委員の除斥 

平成２８年４月１日から平成３０年２月２０日までの間において建設部
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長、平成２８年４月 1 日から平成３０年２月２０日までの間において津市

土地開発公社理事の職にあった監査委員の大西直彦について、地方自治法

第１９９条の２の規定により、平成２９年度営文振補継第５２号（仮称）

津市久居ホール建築工事における随時監査及び津市土地開発公社の当該期

間における財務及び事務の監査については除斥した。 

第４ 監査の期間 

監査の期間は、平成３１年４月８日から令和元年８月１３日までである。 

第５ 監査の方法 

監査の方法は、監査の種別ごとに主に次の諸点に着眼し、監査対象部局

等から提出を受けた資料、関係諸帳簿等を調査するとともに、関係職員に

説明を求めた。 

また、随時監査にあっては、所管部局から提出を受けた資料のほか、設

計方針、積算、契約、施工計画、施工管理、出来形等の関係書類を調査す

るとともに、現地調査を実施し、所管部局の職員及び工事請負業者に説明

を求めた。 

なお、工事技術調査業務を協同組合総合技術士連合に委託し、その調査

報告書を参考とした。 

  １ 定期監査及び行政監査 

 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。 

 会計及び事務処理は、法令等の規定に基づき適正に行われているか。 

 現金の取扱いは、適正に行われているか。 

 財産の管理は、適正に行われているか。 

 各種の帳簿、書類の記帳、保管等は、適正に行われているか。 

 事務事業は、効率的かつ効果的に行われているか。 

  ２ 随時監査 

     修繕監査 

ア 修繕の内容及び工期は、適切に設定されているか。 

イ 予定価格は、適正に定められているか。 

ウ 入札方法は、法令等の規定に基づき、適正に執行されているか。 

エ 契約関係書類は、適切に管理されているか。 

オ 立会い、検収及び検査は、適切に行われているか。 
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 工事監査 

ア 仕様書、図面及び設計図書は、適切に作成されているか。 

イ 積算の数量及び金額は、正確で、算出根拠は、明確となっている 

か。 

ウ 施工計画は、適切に作成され、工程管理は、適切に行われている

か。 

エ 各種検査、材料試験等は、適切に行われ、記録は整備・記帳され

ているか。 

オ 現場の安全管理及び現場周辺への安全対策は、適切に行われてい

るか。 

  ３ 財政援助団体等監査 

     財政援助団体の監査 

ア 財政援助団体関係 

(ｱ) 補助金等交付対象事業は、事業計画、補助金等の交付条件に従

って実施されているか。 

(ｲ) 補助金等に係る会計処理及び精算は、適正に行われているか。 

(ウ) 関係諸帳簿及び支払証書は、適正に整備・記帳されているか。 

イ 所管部局関係 

(ｱ) 補助金等充当経費の内容確認、交付条件の履行確認及び補助効

果の検証は、適正に行われているか。 

(ｲ) 補助金等の額は、経済的に妥当なものとなっているか。 

     出資団体の監査 

ア 出資団体関係 

(ｱ) 経営成績及び財政状態は良好か。 

(ｲ) 会計処理及び財産管理は、適正に行われているか。 

(ウ) 関係諸帳簿及び支払証書は、適正に整備・記帳されているか。 

イ 所管部局関係 

出資団体の経営成績等を十分に把握し、必要に応じて、出資者と

して適正に権利を行使しているか。 

     指定管理者の監査 

ア 指定管理者関係 

(ア) 指定管理は、条例、協定書等の規定に基づき、適正かつ効率的

に行われているか。 
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(ｲ) 指定管理に係る会計処理及び財産管理は、適正に行われている

か。 

イ 所管部局関係 

(ア) 指定管理者の指定は、適正かつ公正に行われているか。 

(ｲ) 指定管理者に対し適時に報告を求め、必要に応じて、調査し、

又は指示を行っているか。 

第６ 監査の結果 

監査の結果、監査対象部局等における財務及び事務の執行のうち、その

是正措置を講じることなどを求める事項（極めて軽微な事項及び既に措置

が講じられた事項を除く。）については、次に記載するとおりである。こ

れらの事項がない監査対象部局等については、特に記載していない。 

なお、市長その他関係のある執行機関は、当該監査の結果に基づき、又

はこれを参考として措置を講じたときは、地方自治法第１９９条第１２項

の規定に基づき、その旨を監査委員に通知されたい。 

  １ 随時監査 

     水道局 

  安芸事業所 

現場代理人及び主任技術者の届出等の契約関係書類が、契約書で定

められたとおり取り扱われていない事例や、津市契約規則第１１条に

規定する予定価格が定められていないなど、基本的な事務の怠りが多

数見受けられた。 

また、５万円未満の契約を除いて、全て地方公営企業法施行令第２

１条の１４第１項第５号の「緊急の必要により競争入札に付すること

ができないとき。」を適用した１者の随意契約によるもので、全て同

一業者との契約であった。緊急随契の理由や業者選定の理由の中で、

透明性、客観性の説明責任が果たせるよう努められたい。 

 下水道局 

ア 下水道建設課 

芸濃町椋本地内のマンホール蓋修繕２件及び渋見町地内の下水道

管修繕２件について、津市契約規則第９条第６号に定める予定価格

が５０万円以内の場合に締結することができる随意契約により分割

して発注していたが、これらの修繕の内容及び工期を考慮すると、
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一括して発注することができなかったとはいい難いものと考えるた

め、予算の適正かつ効率的な執行を確保する観点から、修繕の契約

方法を見直されたい。 

また、確認した修繕の契約の全てにおいて、予定価格が定められ

ておらず、そもそも予定価格が定められていないと、随意契約によ

ることができるかの判断や、落札者と決定することができるかの判

断ができないため、予定価格を定めたうえで適正な契約事務を執行

されたい。 

イ 下水道施設課 

伊倉津町地内の遊水池修繕２件及び白塚町地内の排水機場除塵機

修繕２件について、津市契約規則第９条第６号に定める予定価格が

５０万円以内の場合に締結することができる随意契約により分割し

て発注していた。なかでも伊倉津町地内の遊水池修繕については、

本年２月、分割発注を指摘した津南工事事務所における伊倉津町地

内の水路修繕と同一箇所であり、部局をまたぎ４件の修繕として分

割して発注をしていたことになり、極めて不適切な予算の執行と言

わざるを得ない。今後、このような不適切な予算の執行をすること

なく競争入札により修繕を実施されたい。 

２ 財政援助団体等監査 

 財政援助団体の監査 

ア 榊原未来会議（所管部局：久居総合支所地域振興課） 

財政援助の概要及び指摘事項は、次のとおりである。 

    ( ア ) 財政援助の概要（注）

財政援助の内容 地域かがやきプログラム事業補助金の交付 

交 付 目 的 特色ある地域振興事業として、観光事業の振興を

図り、地域の観光振興・商工業の発展に寄与する

ため 

交 付 率 １００％ 

交 付 対 象 経 費 事業費及び事務費 

交 付 額 平成２７年度 ５００，０００円 

平成２８年度 ５００，０００円 

平成２９年度 ５００，０００円 
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（注）財政援助の概要は、所管部局が提出した監査資料等を参考にまとめたも 

のである。 

( ｲ ) 指摘事項 

    心温まる交流空間創出事業補助金について、材料費、保険料と

明記してイベント参加料を徴収していたにもかかわらず、材料費

及び保険料の支出にも当該補助金が充当されていたことから、所

管部局は同会議に対し、補助金の充当が適正に履行されるよう指

導されたい。 

   イ 榊原未来会議（所管部局：久居総合支所地域振興課）   

(ア) 財政援助の概要（注） 

財政援助の内容 平成２９年度地方創生に向けて“がんばる地域”

応援事業助成金の交付 

交 付 目 的 平成２８年度、地方創生加速化交付金を活用し取

り組んだ、地域の伝統芸能の復活や自然を活かし

たニューツーリズムの実施などの事業を着実に継

続発展させ、自立運営できる仕組みを作るため 

交 付 率 １００％ 

交 付 対 象 経 費 事業費 

交 付 額 平成２９年度 ６０８，０００円 

（注）財政援助の概要は、所管部局が提出した監査資料等を参考にまとめたも 

のである。 

( ｲ ) 指摘事項 

    平成２９年度地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業助成

金について、その支払対象業務が依頼先から同会議への助言、提

案及びサポート事項であるにもかかわらず、全４５回開催された

会議等に係る議事録、助言・提案内容の記録簿、メモ等が作成さ

れていない。 

    このことは、平成２８年度に国予算を活用し取り組んだ榊原地

域において地域活動団体等が協力して活動し始めた事業を着実に

継続発展させ、自立運営できる仕組みを作るための有効な事業に

なっているか疑問である。 

    所管部局においては、当該補助金の執行内容を精査し、問題等
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を指摘すべきであったと考えるため、地域振興の費用として事業

費が一過性のものにならないよう、将来にも有効に引き継がれる

よう、また、事業費が生きるよう指導監督されたい。 

ウ 公益財団法人津市社会教育振興会（所管部局：教育委員会事務局 

 生涯学習課） 

( ア ) 財政援助の概要（注）

財政援助の内容 津市社会教育振興会事業補助金の交付 

交 付 目 的 広域にわたって社会教育活動を行っている団体の

健全な育成を図り、社会教育の振興に資するため

交 付 率 １００％ 

交 付 対 象 経 費 事業費及び事務費 

交 付 額 平成２７年度 ３１，３８０，０００円 

平成２８年度 ３１，０１８，０００円 

平成２９年度 ３０，６６６，０００円 

（注）財政援助の概要は、所管部局が提出した監査資料等を参考にまとめたも 

のである。 

( ｲ ) 指摘事項 

    津市社会教育振興会事業補助金について、自動車重量税に対し

て当該補助金が充当されているが、一般的に租税公課や積立金等

は補助対象経費としておらず、補助対象経費の範囲が不明確とな

っている。所管部局は、補助金交付の説明責任が果たせるよう補

助対象経費の範囲について整理されたい。 

また、退職給付引当金について、本来国家公務員退職手当法に

定める額を積み立てるべきところ、退職金推計額を基に定年まで

の年数で均等割りをした概算額を積み立てていたことから、所管

部局は、国家公務員退職手当法に基づく適正な額を積み立てるよ

うに指導されたい。 

 指定管理者の監査 

    ア 美杉高齢者婦人センター管理運営協議会（所管部局：美杉総合支 

所地域振興課） 

      指定管理の概要及び指摘事項は、次のとおりである。 

     (ア) 指定管理の概要（注） 
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施 設 の 名 称 津市美杉高齢者婦人センター「しゃくなげ会館」

施 設 の 設 置 目 的 産業の振興、社会教育及び生活改善の推進、保

健福祉の増進並びにレクリエーション活動の健

全なる育成等を図るため 

指 定 管 理 者 美杉高齢者婦人センター管理運営協議会 

主 な 指 定 管 理

業 務 の 内 容

施設の使用許可、施設・設備器具等の維持管理

及びその他市長が必要と認める業務 

（注）指定管理の概要は、所管部局が提出した監査資料等を参考にまとめたも 

のである。 

     ( ｲ ) 指摘事項 

    指定管理者基本協定書における指定管理者仕様書によると、委

託料の支払いについては、年度協定締結後、当該年度分の委託料

を４月末日までに指定管理者の請求により支払うこととなってい

るが、平成２７年度は６月９日、平成２８年度は７月２８日、平

成２９年度は５月９日に指定管理者口座に入金されており、いず

れの年度も４月末までに委託料の支払いがなされていなかった。 

    委託料の支払いが遅れると、指定管理者の業務運営にも影響が

出てくることから、所管部局においては、今後、このようなこと

がないよう適正な支払事務を行われたい。 

イ ヒストリーパーク塚原管理運営協議会（所管部局：美杉総合支所

地域振興課） 

      指定管理の概要及び指摘事項は、次のとおりである。 

     (ア) 指定管理の概要（注）

施 設 の 名 称 津市ヒストリーパーク塚原 

施 設 の 設 置 目 的 本市の自然環境資源等を活用することにより、

都市との交流を深めながら地域の活性化を図り、

もって地域の振興に資するため 

指 定 管 理 者 ヒストリーパーク塚原管理運営協議会 

主 な 指 定 管 理

業 務 の 内 容

施設の使用の許可、利用料金の徴収・減免・還

付、施設・設備器具等の維持管理及びその他市

長が必要と認める業務 

（注）指定管理の概要は、所管部局が提出した監査資料等を参考にまとめたも 
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のである。 

     ( ｲ ) 指摘事項 

       施設の使用区分について、津市ヒストリーパーク塚原の設置及

び管理に関する条例ではオートキャンプサイトはＡサイトとＢサ

イトの区分となっているが、実際の施設にはＡ、Ｂ、Ｃの３つの

サイトがあり、実態に即さない表記となっていることから、所管

部局にあっては、指定管理者と十分に協議を行い所要の措置を講

じられたい。 


	Copied Bookmark
	001mono
	002mono
	003mono
	004mono
	005mono
	006mono
	007mono
	008mono
	009mono
	010mono
	011mono
	012mono
	013mono
	014mono
	015mono
	016mono
	017mono
	018mono


